
一
九

は
じ
め
に
　

　

武
蔵
国
本
庄
（
埼
玉
県
本
庄
市
）
に
居
を
構
え
た
戸
谷
家
（
中
屋
）
は
、
享
保

一
八
年
（
一
七
三
三
）
に
本
庄
宿
新
田
町
で
小
間
物
屋
を
開
き
、
代
々
半
兵
衛
を

名
乗
っ
た
家
で
あ
る
。
戸
谷
家
は
、
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
に
は
江
戸
室
町

（
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
）
に
出
店
を
設
け
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
は
、

呉
服
・
小
間
物
・
太
物
・
荒
物
を
商
い
、
質
屋
も
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
戸
谷
家

の
当
主
は
、
災
害
や
飢
饉
に
際
し
て
救
済
活
動
や
、
自
費
で
橋
の
架
け
替
え
を
行

う
な
ど
数
々
の
功
績
に
よ
り
名
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、
宿
役
人
も
勤
め
た
。

　

本
稿
で
は
、
戸
谷
家
の
柳
河
藩
立
花
家
へ
の
大
名
貸
を
分
析
す
る
。
そ
の
上
で
、

立
花
家
へ
の
資
金
調
達
に
着
目
す
る
。

　

戸
谷
家
に
つ
い
て
は
、
島
崎
隆
夫

（1） 

や
兼
子
順

（2） 

の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
島

崎
は
戸
谷
家
の
家
訓
か
ら
商
人
意
識
に
つ
い
て
分
析
を
し
て
い
る
。
兼
子
は
戸
谷

家
の
経
営
分
析
お
よ
び
江
戸
進
出
し
た
出
店
島
屋
の
御
用
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析

を
し
て
い
る
。
ま
た
、
戸
谷
家
の
概
要
に
つ
い
て
は
『
本
庄
市
史
』（3）  

、『
新
編
埼

玉
県
史
』（4）  

、『
戸
谷
家
文
書
目
録
』（5） 

な
ど
に
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

近
年
の
藩
財
政
や
大
名
貸
の
研
究
は
、
伊
藤
昭
弘

（6） 

や
高
槻
泰
郎

（7） 

を
は
じ
め
、

藩
財
政
と
上
方
銀
主
お
よ
び
大
坂
市
場
の
関
係
を
論
じ
る
研
究

（8） 

や
、
藩
領
内
の

御
用
商
人
や
中
間
層
が
藩
財
政
へ
関
与
す
る
研
究
も
見
ら
れ
る

（9） 

。
ま
た
、
髙
山

慶
子
は
江
戸
町
名
主
が
宇
都
宮
藩
戸
田
家
へ
金
融
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
（10） 

。小
林
延
人
は
、銭
屋
佐
兵
衛
を
は
じ
め
中
小
両
替
商
に
よ
る
大
名
貸
（11） 

に
つ
い
て
分
析
を
し
て
お
り
、
研
究
の
蓄
積
が
図
ら
れ
て
い
る
。

　

本
稿
の
課
題
と
し
て
は
、
以
下
の
三
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
①
文

化
・
文
政
期
の
立
花
家
へ
の
貸
付
を
押
さ
え
る
こ
と
、
②
戸
谷
家
と
立
花
家
の
借

用
に
関
す
る
交
渉
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
③
天
保
期
の
借
財
整
理
か
ら
明
治
初

年
の
藩
債
整
理
ま
で
の
返
済
状
況
を
つ
か
む
こ
と
、
で
あ
る
。

　

な
お
、
当
該
期
の
戸
谷
家
は
、
三
代
目
の
光
寿
の
時
代
で
あ
る
。
寛
政
一
二
年

（
一
八
〇
〇
）
に
は
江
戸
両
替
商
の
播
磨
屋
新
右
衛
門
（
中
井
家
）
の
「
万
出
入

日
記
」
の
口
座
に
「
中
屋
半
兵
衛
殿
八
〇
〇
両
か
り
」
と
あ
り
、
貸
付
を
行
っ
て

い
た
（12） 

。
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
は
、
江
戸
神
田
橋
御
門
外
三
河
町
に
出
店

を
設
け
、
両
替
商
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
店
は
神
田
橋
店
と
呼
ば
れ
、
光

寿
の
甥
の
半
次
郎
を
島
屋
吉
兵
衛
と
名
乗
ら
せ
相
続
さ
せ
た
。
島
屋
吉
兵
衛
は
、

文
化
四
年
に
大
坂
の
本
両
替
炭
屋
安
兵
衛
か
ら
為
替
金
銀
の
取
引
を
請
け
負
う
よ

う
に
な
る
。
ま
た
、
御
用
金
掛
屋
を
勤
め
る
代
官
所
も
伊
奈
友
之
助
ほ
か
七
代
官

と
な
っ
て
い
る
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
は
勘
定
所
で
新
吹
金
引
替
御
用
を
、

翌
三
年
に
は
新
吹
銀
引
替
御
用
も
拝
命
し
た
（13） 

。

本
庄
宿
戸
谷
家
の
柳
河
藩
立
花
家
へ
の
大
名
貸

大　

橋　

毅　

顕

本
庄
宿
戸
谷
家
の
柳
河
藩
立
花
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）
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二
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一
、
柳
河
藩
立
花
家
の
財
政
状
況

（
１
）
立
花
家
の
概
要

　

外
様
大
名
立
花
家
は
、
立
花
宗
茂
が
豊
臣
秀
吉
の
九
州
平
定
の
の
ち
、
天
正
一

五
年
（
一
五
八
七
）
に
筑
後
国
柳
河
（
福
岡
県
柳
川
市
）
に
入
っ
た
（14） 

。
太
閤
検

地
後
の
石
高
は
一
三
万
二
〇
〇
〇
石
で
あ
っ
た
。
立
花
宗
茂
は
関
ヶ
原
の
戦
い
で

西
軍
に
与
し
た
め
改
易
さ
れ
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
三
河
国
岡
崎
（
愛
知

県
岡
崎
市
）
か
ら
田
中
吉
政
が
筑
後
一
国
三
二
万
石
で
入
封
し
た
。
し
か
し
、
元

和
六
年
（
一
六
二
〇
）
に
次
代
の
田
中
忠
政
が
継
嗣
の
な
い
ま
ま
没
し
た
こ
と
を

理
由
に
改
易
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
柳
河
に
は
陸
奥
国
棚
倉
（
福
島
県
棚
倉
町
）

で
再
び
一
万
石
の
大
名
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い
た
立
花
宗
茂
が
一
〇
万
九
六
〇
〇

石
で
再
入
封
し
た
（15） 

。
領
地
は
、
山
門
郡
と
下
妻
・
上
妻
・
三
潴
・
三
池
各
郡
の

一
部
で
、
以
降
は
外
様
・
城
持
の
大
名
と
し
て
明
治
維
新
ま
で
続
い
た
。
柳
河
藩

の
経
済
政
策
と
し
て
は
、
元
禄
時
代
よ
り
干
拓
地
開
発
が
進
め
ら
れ
た
。
ま
た
、

藩
で
は
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
に
銀
札
を
発
行
し
た
。
そ
の
後
、
中
断
と
再
発

行
を
繰
り
返
し
て
、
天
明
・
寛
政
・
文
化
・
天
保
・
嘉
永
・
万
延
年
間
に
藩
札
（
銀

札
・
米
札
）
を
発
行
し
て
お
り
、
藩
札
の
発
展
が
み
ら
れ
た
（16） 

。

　

本
稿
で
主
に
取
り
扱
う
の
は
、
八
代
以
降
の
立
花
鑑
寿
・
鑑
賢
・
鑑
広
・
鑑
備
・

鑑
寛
で
あ
る
（
図
１
参
照
）。
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
九
代
立
花
鑑
賢
は
藩
校

伝
習
館
を
開
い
た
（17） 

。
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
は
、
立
花
壱
岐
親
雄
の
家
老

就
任
に
よ
り
、
藩
政
改
革
が
進
め
ら
れ
た
（18） 

。
改
革
の
内
容
は
、
物
産
会
所
を
設

立
し
、
藩
札
を
十
万
両
余
ほ
ど
発
行
し
て
領
内
の
物
産
を
買
い
取
り
、
長
崎
な
ど

で
販
売
し
て
金
銀
を
得
た
。
幕
末
に
は
瀬
戸
内
の
製
塩
用
と
し
て
三
池
地
方
の
石

炭
産
業
も
盛
ん
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
系
図
で
宗
茂
の
弟
直
次

の
家
系
は
筑
後
国
三
池
藩
主
（
福

岡
県
大
牟
田
市
）
と
な
っ
た
。
関

ケ
原
の
戦
い
で
兄
宗
茂
と
と
も
に

改
易
さ
れ
た
が
、常
陸
国
柿
岡（
茨

城
県
石
岡
市
）
で
旗
本
に
取
り
立

て
ら
れ
、
元
和
七
年
に
三
池
藩
に

再
入
封
し
た
。
三
池
藩
立
花
家
は

外
様
大
名
で
あ
る
も
の
の
、
寛
政

五
年
（
一
七
九
三
）
に
立
花
種
周

が
若
年
寄
と
な
り
、
寛
政
の
改
革

に
参
画
し
た
。

高
橋
鎮
種

立
花
道
雪

直
次

主
膳
正

宗
茂

①
宗
茂

飛
騨
守

忠
茂

②
忠
茂

飛
騨
守

③
鑑
虎

飛
騨
守

鑑
一

⑧
鑑
寿

左
近
将
監

④
鑑
任

飛
騨
守

鑑
賢

⑨
鑑
賢

左
近
将
監

⑤
貞
俶

飛
騨
守

⑪
鑑
備

左
近
将
監

⑩
鑑
広

鑑
通

⑥
貞
則

飛
騨
守

⑫
鑑
寛

少
将 ⑦

鑑
通

侍
従

（注）『新訂寛政重修諸家譜』第2巻（続群書類従完成会、1964年）
 　 『藩史大事典』第7巻、九州編（雄山閣、1988年）より作成。

実子：―
養子：＝
同人：… 紹

運

図１ 立花家系図



二
一

（
２
）
近
世
初
期
の
財
政
状
況

　

柳
河
藩
は
近
世
初
期
よ
り
藩
財
政
の
窮
乏
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
立
花
宗
茂
は
、
関
ケ
原
の
戦
い
後
に
浪
人
と
し
て
上
方
に
滞
在
す
る
間
、

京
都
商
人
の
富
士
谷
家
と
関
係
を
持
っ
た
。
富
士
谷
は
近
世
を
通
じ
て
様
々
な
御

用
や
資
金
調
達
を
行
っ
て
い
た
（19） 

。
こ
の
よ
う
に
、
京
都
は
年
貢
米
の
販
売
や
必

需
品
の
購
入
、
商
人
か
ら
の
借
金
な
ど
の
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
れ
を
担
っ

て
い
た
の
が
呉
服
所
と
呼
ば
れ
る
御
用
商
人
で
あ
っ
た
（20） 

。
富
士
谷
の
他
に
も
、

大
坂
の
住
吉
屋
や
立
花
道
雪
の
豊
後
時
代
か
ら
大
坂
の
御
用
を
勤
め
て
い
た
鍋
屋

な
ど
が
知
ら
れ
る
（21） 

。
寛
永
期
に
は
、
藩
財
政
の
歳
出
入
の
不
足
、
江
戸
・
大
坂

の
公
儀
普
請
、
家
臣
の
借
銀
な
ど
が
嵩
み
、
幕
府
よ
り
五
万
両
拝
借
し
て
借
銀
返

済
に
充
て
て
い
る
（22） 

。
柳
河
藩
は
、
明
暦
・
万
治
期
に
、
鍋
屋
・
車
屋
・
安
田
屋

な
ど
を
大
坂
蔵
屋
敷
の
蔵
元
に
任
命
し
、
年
貢
米
販
売
組
織
の
整
備
を
通
じ
て
、

全
国
市
場
へ
の
連
携
を
深
め
た
（23） 

。
ま
た
、
柳
河
藩
は
大
坂
の
他
に

長
崎
に
蔵
屋
敷
を
置
い
て
、
長
崎
商
人
を
御
用
達
商
人
と
し
て
出
入

さ
せ
て
い
た
（24） 

。
柳
河
藩
の
長
崎
御
用
達
商
人
は
、
元
禄
二
年
（
一

六
八
九
）
に
は
西
浜
町（
長
崎
市
）
の
田
木
新
十
郎
、
宝
永
元
年（
一

七
〇
四
）
に
は
、
万
屋
町
（
長
崎
市
）
の
甲
木
九
左
衛
門
、
寛
政
一

一
年
（
一
七
九
九
）
か
ら
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
は
浦
五
島
町

（
長
崎
市
）
の
甲
木
勘
平
が
勤
め
て
い
た
（25） 

。

　

ま
た
、
享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）
に
三
井
高
房
が
著
し
た
「
町

人
考
見
録
」
に
は
、
京
都
の
三
宅
五
郎
兵
衛
が
立
花
家
の
出
入
商
人

と
し
て
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
１
】

 （26）

立
花
家
へ
は
久
敷
出
入
の
町
人
に
て
、
関
ヶ
原
御
陣
の
節
、
立
花
ど

の
大
坂
方
に
て
、
彼
軍
敗
れ
て
、
暫
三
宅
が
方
に
か
く
し
置
、
帰
国

の
後
、
立
花
家
の
重
宝
千
と
せ
の
硯
箱
を
給
ふ
。
（
中
略
）
扨
宗
也
、

身
上
は
皆
々
立
花
家
へ
借
と
ら
れ
、
二
十
人
扶
持
給
ふ
と
い
へ
ど
も
、

其
身
は
中
風
わ
づ
ら
ひ
、
殊
に
悴
娘
は
有
之
、
借
銀
に
せ
が
ま
れ
、

家
財
は
と
く
に
な
く
致
し
、
其
上
古
き
家
の
手
代
、
年
老
病
人
同
前
、

本
庄
宿
戸
谷
家
の
柳
河
藩
立
花
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）

表１ 立花家当主一覧
当主 生没年 藩主就任・退任日

（注）『新訂寛政重修諸家譜』第2巻（続群書類従完成会、1964年）、
 　　　『藩史大事典』第7巻九州編（雄山閣、1988年）より作成。
　　　　丸囲みの月は閏月を示す。

立花鑑賢 寛政1 （1789） 7 8 文政3 （1820） 6 19
（あきかた） 天保1 （1830） 4 11 天保1 （1830） 4 119

立花鑑広 文政6 （1823） 8 21 天保1 （1830） 8 19
（あきひろ） 天保4 （1833） 2 19 天保4 （1833） 2 1910

立花鑑備 文政10（1827） 8 21 天保4 （1833） 11
（あきのぶ） 弘化3 （1846） 3 24 弘化3 （1846） 3 2411

立花鑑寛 文政12（1829） 6 23 弘化3 （1846） 6 22
（あきひろ） 明治42（1909） 1 24 明治4 （1871） 7 1412

立花鑑虎 正保2 （1645）11 15 寛文4 （1664）⑤ 7
（あきとら） 元禄15（1702） 6 23 元禄9 （1696） 7 43

立花鑑任 天和3 （1683） 1 7 元禄9 （1696） 7 4
（あきとう） 享保6 （1721） 5 13 享保6 （1721） 5 134

立花貞俶 元禄11（1698） 6 23 享保6 （1721） 7 9
（さだよし） 延享1 （1744） 5 25 延享1 （1744） 5 255

立花貞則 享保10（1725） 5 12 延享1 （1744） 7 13
（さだのり） 延享3 （1746） 7 17 延享3 （1746） 7 176

立花鑑通 享保14（1729）12 2 延享3 （1746）10 10
（あきなお） 寛政9 （1797）12 9 寛政9 （1797）⑦ 227

立花鑑寿 明和6 （1769） 3 25 寛政9 （1797）⑦ 22
（あきひさ） 文政3 （1820） 4 29 文政3 （1820） 4 298

立花宗茂 永禄12（1569） 8 3 元和6 （1620）11 27
（むねしげ） 寛永19（1642）11 25 寛永14 （1637） 4 31

立花忠茂 慶長17（1612） 7 7 寛永14 （1637） 4 13
（ただしげ） 延宝3 （1675） 9 19 寛文4 （1664）⑤ 72

7
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旁
其
日
も
く
ら
し
が
た
く
、
そ
れ
故
娘
は
尼
に
い
た
し
、
北
野
真
盛
寺
へ
遣
し
置
、

彼
手
代
も
見
す
て
が
た
く
、
是
非
な
く
少
の
扶
持
方
を
わ
け
、
其
身
は
京
に
住
が

た
く
、
は
る
ヾ
筑
紫
へ
悴
同
道
に
て
下
り
、
柳
川
に
借
銀
の
願
や
ら
、
又
京
も
く

ら
し
が
た
き
故
、
い
つ
ま
で
も
彼
地
に
滞
留
し
て
、
立
花
ど
の
の
養
を
う
け
に
罷

越
居
申
候

　

史
料
１
に
よ
れ
ば
、
三
宅
五
郎
兵
衛
（
宗
因
）
は
立
花
家
が
関
ケ
原
の
戦
い
に

負
け
た
後
に
し
ば
ら
く
匿
っ
て
い
た
。
五
郎
兵
衛
は
、
立
花
家
が
柳
河
藩
に
復
帰

し
た
後
、
重
宝
の
千
歳
の
硯
箱
を
賜
っ
た
。
次
の
宗
也
の
代
に
な
る
と
、
立
花
家

に
財
産
を
全
部
貸
し
取
ら
れ
て
し
ま
い
、
二
十
人
扶
持
を
も
ら
っ
た
が
自
身
は
痛

風
を
患
っ
た
こ
と
、
息
子
・
娘
は
い
た
が
借
金
に
追
い
立
て
ら
れ
、
家
財
を
無
く

し
た
。
京
都
に
は
住
み
に
く
く
、
柳
河
へ
行
き
、
立
花
家
の
世
話
を
受
け
た
。

　

続
い
て
、
宗
也
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
京
都
の
家
原
自
元
に
つ
い
て
記
述
を
見
て

い
く
。

【
史
料
２
】

 （27）

殊
に
立
花
飛
騨
守
殿
へ
前
々
取
替
滞
居
申
候
を
、
自
元
起
し
出
し
、
大
坂
町
人
共

に
相
仕
に
成
、
此
仕
送
り
を
致
し
候
所
、
初
年
は
究
の
ご
と
く
少
々
、
春
は
屋
敷

よ
り
請
込
に
相
見
へ
候
へ
ど
も
、
其
次
の
年
よ
り
段
々
江
戸
不
時
の
御
物
入
ど
も

打
続
、
引
に
不
引
、
五
年
の
内
に
是
も
四
五
貫
目
滞
、
身
上
さ
し
つ
か
へ
申
候

　

史
料
２
に
よ
れ
ば
、
家
原
自
元
は
、
立
花
家
の
以
前
か
ら
焦
げ
付
い
た
分
を
手

掛
け
、
大
坂
町
人
と
共
同
で
出
資
し
仕
送
り
を
し
た
。
最
初
の
年
は
約
束
通
り
少

額
の
返
済
が
あ
り
、
春
は
米
で
支
払
わ
れ
た
が
、
次
の
年
か
ら
次
第
に
江
戸
の
臨

時
出
費
が
重
な
り
返
済
が
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
家
原
は
立
花
家
か
ら
手

を
引
く
に
引
け
ず
、
五
年
の
間
に
銀
四
、
五
百
貫
目
が
焦
げ
付
い
て
し
ま
い
、
逼

塞
し
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
他
に
も
吉
野
家
惣
左
衛
門
の
項
目
に
は
、
「
弐
千
貫
目
ほ
ど
細
川
ど
の
に
、

三
千
貫
目
筑
前
黒
田
ど
の
、
九
百
貫
目
ほ
ど
柳
川
立
花
ど
の
、
其
外
九
州
の
大
名

方
、
又
は
御
家
中
ま
で
も
取
替
置
」
と
あ
る
。
立
花
家
は
江
戸
初
期
に
は
、
上
方

商
人
か
ら
借
銀
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
江
戸
初
期
の
京
都
に
つ
い
て
は
、

年
貢
米
の
販
売
や
必
需
品
の
購
入
、
商
人
か
ら
の
借
金
な
ど
の
機
能
を
果
た
し
て

い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（28） 

。
ま
た
、
「
町
人
考
見
録
」
に
記
載
さ
れ
て
い

る
商
人
四
八
人
の
中
で
、
大
名
貸
で
つ
ぶ
れ
た
商
人
は
三
二
人
で
一
番
多
い
（29） 

。

貸
出
先
は
黒
田
家
・
細
川
家
・
島
津
家
を
は
じ
め
西
国
大
名
が
多
い
。

二
、
文
化
・
文
政
期
の
貸
付
状
況

（
１
）
戸
谷
家
の
貸
付
先

　

戸
谷
家
の
江
戸
出
店
で
あ
る
島
屋
吉
兵
衛
は
、
文
化
末
年
か
ら
天
保
年
間
に
か

け
て
大
名
貸
を
行
っ
て
い
る
。
表
２
は
、
戸
谷
家
（
島
屋
）
の
貸
付
先
一
覧
で
あ

る
。
貸
付
先
は
二
四
か
所
で
、
全
体
の
貸
付
額
を
見
る
と
金
一
一
万
両
余
と
な
っ

て
い
る
。
個
別
の
貸
付
額
で
は
、
富
山
藩
前
田
家
・
柳
河
藩
立
花
家
・
小
城
藩
鍋

島
家
の
三
家
が
多
く
、
全
体
の
八
七
・
七
％
に
も
上
っ
て
い
る
。
そ
の
次
に
貸
付

額
が
多
い
の
は
西
尾
藩
松
平
家
で
、
文
政
五
年
に
松
平
乗
寛
が
老
中
に
就
任
し
て

い
る
。
浜
松
藩
水
野
家
は
文
政
一
一
年
に
水
野
忠
邦
が
西
丸
老
中
に
就
任
し
て
お

り
、
相
良
藩
田
沼
家
は
田
沼
意
正
が
文
政
八
年
に
若
年
寄
か
ら
側
用
人
に
就
任
し

て
い
る
。
旗
本
に
つ
い
て
は
、
柑
本
兵
五
郎
・
大
草
太
郎
左
衛
門
は
幕
府
代
官
で
、



二
三

高
橋
越
前
守
重
賢
は
松
前
奉
行
、
比
留
間
兵
三
郎
は
大
坂
蔵
奉
行
、
曽
我
豊
後
守

助
弼
は
勘
定
奉
行
で
あ
る
。

　

戸
谷
家
で
は
、
外
様
大
名
お
よ
び
譜
代
大
名
と
役
職
に
就
く
旗
本
に
貸
し
出
し

を
し
て
い
る
。
富
山
藩
と
七
日
市
藩
は
加
賀
藩
前
田
家
の
支
藩
、
小
城
藩
は
佐
賀

藩
鍋
島
家
の
支
藩
で
あ
り
、
本
藩
で
は
な
く
支
藩
へ
の
貸
付
は

特
徴
で
あ
る
。
上
野
国
安
中
藩
、
七
日
市
藩
、
小
幡
藩
は
参
勤

交
代
で
中
山
道
本
庄
宿
を
通
行
し
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い

る
。

（
２
）
柳
河
藩
立
花
家
へ
の
貸
付

　

戸
谷
家
が
大
名
貸
を
行
う
の
は
、
立
花
家
が
最
初
で
あ
る
。

史
料
３
は
立
花
家
が
大
和
屋
利
右
衛
門
か
ら
借
用
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
大
和
屋
は
大
坂
両
替
商
で
順
慶
町
五
丁
目

御
堂
筋
（
船
場
南
部
）
に
居
を
構
え
て
い
た
（30） 

。

【
史
料
３
】 

（31）

　
　
　

借
用
申
金
子
之
事

一　

金
弐
千
両
也　
　

文
字
小
判
也

右
者
左
近
将
監
勝
手
向
就
要
用
借
用
申
所
実
正
也
、
返
済
之

儀
者
来
寅
三
月
廿
日
限
利
足
金
百
両
ニ
付
、
一
ヶ
月
壱
両
宛

之
積
を
以
、
差
加
元
利
急
度
返
済
可
申
候
、
勿
論
此
金
子
之

儀
者
外
向
ゟ
其
元
御
預
り
之
由
、
何
様
之
儀
有
之
候
共
聊
無

遅
滞
返
済
可
申
候
、
為
後
日
証
文
依
如
件

　

文
化
十
四
丑
年
十
一
月　

立
花
左
近
将
監
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
手
役　

白
井
俵
蔵　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
〆
役　

大
林
本
五
郎　

印

本
庄
宿
戸
谷
家
の
柳
河
藩
立
花
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）

大名・旗本名 貸付金
（両） 国名 藩・役職名 石高 備考

1 前田出雲守 56,700 越中国 富山藩 100,000 前田利友
2 立花左近将監 22,500 筑後国 柳川藩 109,600 立花鑑賢
3 鍋島紀伊守 22,390 肥前国 小城藩 73,250 鍋島直堯
4 水野越前守 1,675 遠江国 浜松藩 60,000 老中水野忠邦
5 松平和泉守 1,000 三河国 西尾藩 60,000 老中松平乗寛
6 田沼玄蕃頭 640 遠江国 相良藩 10,000 側用人田沼意正
7 鳥居丹波守 400 下野国 壬生藩 30,000 鳥居忠威
8 前田大和守 300 上野国 七日市藩 10,014 大坂城番前田利和
9 板倉伊予守 200 上野国 安中藩 30,000 奏者番板倉勝明
10 松平宮内少輔 150 上野国 小幡藩 20,000 若年寄松平忠恵
11 小笠原伊予守 50 豊前国 小倉藩 150,000 小笠原忠固
12 高橋越前守 3,300 旗本 松前奉行など 300俵 高橋重賢
13 曽我豊後守 3,200 旗本 勘定奉行など 800 曽我助弼
14 柑本兵五郎 1,060 旗本 代官 100俵 柑本祐之
15 大草太郎左衛門 650 旗本 代官 100俵 大草政修

松平中務少輔 300
松平三郎太郎 100

17 板倉筑後守 200 旗本 甲府勤番支配
など 8,000 板倉勝昇

18 三宅長門守 100 旗本 堺奉行など 500 三宅康哉
19 比留間兵三郎 60 旗本 大坂蔵奉行 80俵
20 岸本弥太郎 200 ― ― ― ―
21 堀吉太郎 120 ― ― ― ―
22 筒井 300 ― ― ― ―
23 蒔田 250 ― ― ― ―
24 曲渕甲斐守 ― 旗本 勘定奉行など 2,000 曲渕景露

旗本 交代寄合 6,000 松平康盛16

（注）兼子順「関東における地方商人の江戸進出―本庄宿中屋戸谷半兵衛家の経営実態とその
展開―」（『埼玉県史研究』第27号、1992年）58頁の表をもとに改変。大名・旗本は、『寛政重修
諸家譜』、『藩史大事典』全７巻（雄山閣、1988 ～ 1990年）、小川恭一編『寛政譜以降旗本家百科
事典』全6巻（東洋書林、1997・1998年）、西沢淳男編『江戸幕府代官履歴辞典』（岩田書院、
2001年）により確認。

115,845貸付金合計額

表２ 戸谷家（島屋）の貸付先一覧



文
書
館
紀
要
第
三
十
号
（
二
〇
一
七
・
三
）

二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

服
部
六
郎　

印

　
　
　

大
和
屋

　
　
　
　

利
右
衛
門
殿

前
書
之
通
、
相
違
無
之
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
老　

立
花
織
衛　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
老　

竹
迫
五
郎
兵
衛　

印

　

史
料
３
は
借
用
証
文
の
写
し
で
あ
る
。
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
に
立
花
左

近
将
監
鑑
寿
が
財
政
事
情
に
よ
り
大
和
屋
利
右
衛
門
よ
り
金
二
〇
〇
〇
両
を
借
用

し
た
。
返
済
に
つ
い
て
は
、
文
化
一
五
年
三
月
二
〇
日
に
限
り
利
息
は
金
一
〇
〇

両
に
つ
き
月
一
両
を
加
え
て
、
元
利
と
も
必
ず
返
済
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
金

は
外
向
か
ら
当
方
で
預
か
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
如
何
な
る
場
合
も
遅
滞
な
く

返
済
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
て
い
る
。

【
史
料
４
】 

（32）

　
　
　

覚

一
金
弐
千
両
証
文
壱
通

　
　

但
大
和
屋
利
右
衛
門
名
前

右
証
文
金
皆
済
ニ
付
証
文
御
返
却
被
成
、
慥
ニ
請
取
申
候
、
已
上

　

丑
三
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　

立
花
左
近
将
監
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
迫
吉
次
郎
㊞

　

嶋
屋

　
　

吉
兵
衛
殿

　

史
料
４
は
、
丑
年
三
月
一
九
日
に
立
花
家
家
臣
の
大
迫
吉
次
郎
が
証
文
一
通
を

受
け
取
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
化
一
四
年
に
立
花
家
が
大
和

屋
利
右
衛
門
か
ら
借
用
し
た
金
二
〇
〇
〇
両
の
証
文
で
、
島
屋
か
ら
の
資
金
調
達

に
よ
り
返
済
が
終
了
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

【
史
料
５
】 

（33）

　
　
　

差
入
申
一
札
之
事

一
去
ル
辰
年
其
御
店
江
引
請
ニ
相
成
候
、
金
弐
千
七
百
五
拾
両
之
内
、
金
千
五
百

両
者
去
ル
申
十
月
中
御
渡
被
下
、
残
金
千
弐
百
五
拾
両
者
冨
安
九
八
郎
様
御
差
加

金
ニ
付
、
此
分
別
段
証
文
御
費
候
申
置
候
、
然
ル
所
右
冨
安
様
金
子
此
度
御
対
談

相
済
御
皆
済
被
成
候
由
ニ
付
、
右
証
文
御
返
可
申
候
處
、
只
今
見
当
り
兼
候
間
、

此
段
為
御
断
書
付
差
入
申
候
、
右
証
文
後
日
ニ
見
当
り
申
候
共
証
拠
ニ
取
用
ひ
申

間
敷
候
反
古
ニ
致
可
申
候
、
為
後
日
仍
而
如
件

　
　

文
政
九
年
戌
四
月　
　
　
　

大
和
屋
利
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　

嶋
屋
吉
兵
衛
殿

　

史
料
５
は
、
大
和
屋
が
島
屋
に
出
し
た
証
文
で
あ
る
。
大
和
屋
は
立
花
家
の
資

金
調
達
を
引
き
受
け
、
二
七
五
〇
両
の
う
ち
一
五
〇
〇
両
は
申
年
（
文
政
七
）
に

返
済
が
あ
っ
た
。
残
金
一
二
五
〇
両
は
立
花
家
家
臣
の
富
安
九
八
郎
に
後
か
ら
加

え
た
も
の
で
あ
り
、
別
に
証
文
を
作
成
し
た
。
大
和
屋
は
富
安
と
金
銭
貸
借
の
相

談
を
し
て
完
済
し
て
も
ら
っ
た
。
大
和
屋
は
富
安
に
証
文
を
返
却
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
書
付
を
作
成
し
て
、

後
日
見
つ
か
っ
た
場
合
は
反
古
に
す
る
よ
う
に
と
島
屋
へ
宛
て
て
い
る
。



二
五

【
史
料
６
】 

（34）

　
　
　

差
入
申
一
札
之
事

一
金
千
両　
　
　
　
　

佐
々
木
市
正
分

一
金
千
弐
百
五
拾
両　

大
和
屋
利
右
衛
門
方
江
差
加
金

右
者
先
年
立
花
左
近
将
監
勝
手
向
江
用
達
置
候
分
、
去
ル
辰
年
十
月
其
御
店
江
御

引
請
給
り
候
処
、
此
度
対
談
相
済
、
右
二
口
共
皆
済
請
取
申
候
、
尤
辰
年
以
来
諸

差
引
之
分
勘
定
相
立
書
付
類
元
々
江
相
戻
申
候
、
右
ニ
付
向
後
一
切
申
分
無
之
候

仮
令
右
之
筋
江
相
拘
候
書
付
類
有
之
候
共
、
相
互
反
古
致
可
申
候
、
為
後
日
書
付

差
入
申
所
、
仍
如
件

　
　

文
政
九
戌
年
十
月　
　
　
　

富
安
九
八
郎
㊞

　
　
　
　
　
　

嶋
屋
吉
兵
衛
殿

　

史
料
６
は
、
立
花
家
が
佐
々
木
市
正
（
不
詳
）
よ
り
金
一
〇
〇
〇
両
、
大
和
屋

利
右
衛
門
へ
加
え
た
金
一
二
五
〇
両
の
二
口
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
島
屋
は

辰
年
（
文
政
三
）
に
立
花
家
の
借
金
を
引
き
受
け
て
、
二
口
と
も
完
済
し
た
。
借

金
証
文
の
書
付
な
ど
は
島
屋
へ
渡
し
て
い
た
が
、
史
料
５
の
通
り
証
文
の
返
却
が

無
か
っ
た
た
め
、
見
つ
か
っ
て
も
反
古
に
す
る
よ
う
に
申
し
入
れ
る
と
し
て
い
る
。

　

立
花
家
は
佐
々
木
市
正
や
大
和
屋
か
ら
借
用
を
し
て
い
る
が
、
返
済
は
島
屋
が

引
き
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
た
め
、
立
花
家
は
貸
借
関
係
の
書
付
を

そ
の
都
度
島
屋
へ
渡
し
て
い
た
。

　

史
料
７
は
文
化
一
四
年
に
立
花
家
が
五
〇
〇
〇
両
を
借
用
し
た
内
容
で
あ
る
。

【
史
料
７
】 

（35）

丸
屋
藤
兵
衛
ゟ
戻
り
証
文
之
写

　
　
　

借
用
申
金
子
之
事

一
金
五
千
両
者　

但
文
字
小
判
也

右
者
今
度
左
近
将
監
勝
手
向
江
就
要
用
御
無
心
申
入
、
嶋
屋
吉
兵
衛
引
請
ニ
而
借

用
申
處
実
証
也
、
返
済
之
儀
ハ
当
丑
ゟ
来
ル
巳
迄
五
ヶ
年
之
間
、
年
々
十
二
月
廿

日
限
、
元
金
千
両
宛
利
足
金
百
両
ニ
付
、
壱
ヶ
月
壱
両
宛
之
積
を
以
、
差
加
急
度

返
済
可
申
候
、
尤
引
請
人
嶋
屋
吉
兵
衛
方
ゟ
為
相
渡
可
申
候
、
萬
一
吉
兵
衛
故
障

之
義
も
御
座
候
ハ
ヽ
屋
鋪
ゟ
返
済
可
申
候
、
為
後
日
証
文
、
仍
如
件

　

文
化
十
四
丑
十
二
月　

立
花
左
近
将
監
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
手
方
兼
帯　
　

白
井
俵
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
〆
役　
　
　
　

大
林
本
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　

服
部
六
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
平
大
膳
大
夫
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
入
証
人　
　
　

岡
地
伝
大
夫

　
　

丸
屋
藤
兵
衛
殿

前
書
之
通
相
違
無
之
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
老　

立
花
織
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
老　

竹
迫
五
郎
兵
衛

　

史
料
７
は
、
丸
屋
藤
兵
衛
か
ら
戸
谷
家
に
戻
さ
れ
た
証
文
の
写
し
で
あ
る
。
丸

屋
は
江
戸
木
挽
町
（
東
京
都
中
央
区
）
の
商
人
で
あ
る
（36） 

。
証
文
は
文
化
一
四
年

に
立
花
家
が
丸
屋
へ
借
用
を
申
し
入
れ
た
内
容
で
あ
る
。
立
花
家
は
金
五
〇
〇
〇

両
を
丸
屋
か
ら
借
用
し
、
返
済
は
島
屋
が
引
き
受
け
て
い
る
。
返
済
に
つ
い
て
は
、

五
年
間
で
、
毎
年
一
二
月
二
〇
日
に
元
金
一
〇
〇
〇
両
ず
つ
と
し
て
い
る
。
利
息

は
金
一
〇
〇
両
に
つ
き
、
月
一
両
を
丸
屋
へ
返
済
す
る
こ
と
な
っ
た
。
万
が
一
、

本
庄
宿
戸
谷
家
の
柳
河
藩
立
花
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）



文
書
館
紀
要
第
三
十
号
（
二
〇
一
七
・
三
）

二
六

引
請
人
の
島
屋
吉
兵
衛
方
か
ら
の
返
済
が
差
し
支
え
た
際
に
は
立
花
屋
敷
が
返
済

を
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

口
入
証
人
の
岡
地
伝
大
夫
は
奥
平
大
膳
大
夫
昌
高
（37） 

の
家
臣
で
あ
る
。
奥
平
家

は
豊
前
国
中
津
藩
主
で
、
そ
れ
以
前
は
下
野
国
宇
都
宮
藩
・
丹
後
国
宮
津
藩
を
治

め
て
い
た
。
ま
た
、
奥
平
昌
能
の
娘
が
三
池
藩
主
立
花
主
膳
正
種
明
の
室
に
、
奥

平
昌
成
が
忍
藩
主
阿
部
正
喬
の
娘
を
、
奥
平
昌
鹿
は
阿
部
正
允
の
娘
を
正
室
に
迎

え
て
お
り
、
奥
平
家
は
、
立
花
家
や
忍
藩
と
の
関
係
が
見
ら
れ
る
。

【
史
料
８
】 

（38）

　
　
　

覚

一
金
五
千
両
之
証
文
壱
通

　
　

但
、
文
化
十
四
丑
年
十
二
月
丸
屋
藤
兵
衛
名
前

　

右
之
通
慥
ニ
請
取
申
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
花
左
近
将
監
内

　

天
保
十
亥
年
四
月
十
四
日　
　
　
　
　

松
吉
茂
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　

嶋
屋

　
　
　
　
　
　
　

文
七
殿

　
　
　
　
　
　
　

市
右
衛
門
殿

　

史
料
８
は
、
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
に
立
花
家
家
臣
の
松
吉
茂
左
衛
門
が

証
文
一
通
を
受
け
取
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
化
一
四
年
に
丸

屋
藤
兵
衛
か
ら
借
用
し
た
金
五
〇
〇
〇
両
の
証
文
で
、
無
事
返
済
が
終
了
し
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

（
２
）
大
坂
蔵
元
三
軒
か
ら
の
資
金
調
達

　

戸
谷
家
は
立
花
家
に
大
名
貸
を
し
て
い
た
が
、
大
坂
蔵
元
が
返
済
を
引
き
受
け

る
こ
と
も
あ
っ
た
。

【
史
料
９
】 

（39）

　
　
　

御
借
用
金
御
返
済
方
仕
送
金
証
文
之
事

一
金
弐
万
両
也　

但
文
字
金

右
書
面
之
通
此
度　

立
花
左
近
将
監
様
江
戸
御
屋
敷
御
勝
手
向
御
入
用
ニ
付
貴
殿

ゟ
御
借
用
罷
成
候
所
実
正
也
、
然
上
者
御
返
済
方
我
等
と
も
三
人
引
請
居
候
、
御

運
送
毎
年
金
壱
万
五
千
両
宛
御
屋
敷
御
月
割
之
通
、
貴
殿
江
為
替
取
組
仕
向
金
之

内
ゟ
壱
ヶ
年
金
弐
千
三
百
三
拾
両
宛
来
ル
巳
年
ゟ
向
未
年
迄
拾
五
ヶ
年
之
間
年
々

七
月
千
両
、
十
二
月
千
三
百
三
拾
両
宛
急
度
御
渡
し
可
申
候
、
残
壱
万
弐
千
六
百

七
拾
両
年
々
御
屋
敷
江
御
納
可
被
成
候
、
萬
一
向
後
違
変
之
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
此

証
文
を
以
、
如
何
様
ニ
も
御
懸
合
可
被
成
候
、
為
後
証
御
蔵
元
御
仕
送
為
替
金
御

渡
証
文
仍
而
如
件

　

文
政
三
辰
年
八
月　
　
　
　
　
　
　

炭
屋
猶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
判　

嘉
三
郎　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
王
寺
屋
五
兵
衛　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

茨
木
屋
安
五
郎　

印

　

嶋
屋
吉
兵
衛
殿

　

史
料
９
は
、
文
政
三
年
に
立
花
家
の
借
用
金
返
済
に
つ
い
て
、
戸
谷
家
と
大
坂

銀
主
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
証
文
の
写
し
で
あ
る
。
借
用
金
二
万
両
は
、
立
花
家

の
江
戸
屋
敷
が
入
用
の
た
め
、
戸
谷
家
よ
り
借
用
し
た
。
返
済
は
炭
屋
・
天
王
寺



二
七

屋
・
茨

木
屋
の
三
軒
で
引
き
受
け
て
い
る
。
運
送
金
は
毎
年
一
万
五
〇
〇
〇
両
ず
つ
、
屋

敷
の
月
割
り
の
通
り
、
戸
谷
家
に
為
替
を
組
ん
だ
金
の
う
ち
か
ら
一
か
年
二
三
三

〇
両
宛
、
巳
年
（
文
政
四
年
）
よ
り
未
年
ま
で
一
五
か
年
の
間
、
年
々
七
月
に
一

〇
〇
〇
両
、
一
二
月
に
一
三
三
〇
両
ず
つ
必
ず
渡
す
こ
と
に
し
た
。
残
り
の
一
万

二
六
七
〇
両
は
年
々
屋
敷
へ
納
め
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、
翌
九
月
に
立
花
家
か
ら
出
さ
れ
た
規
定
証
文
を
み
て
い
く
。

【
史
料
10
】 

（40）

　
　
　

規
定
対
談
取
極
入
置
申
一
札
之
事

一
大
坂
蔵
元
三
軒
よ
り
運
送
下
金
壱
ヶ
年
ニ
金
壱
万
五
千
両
宛

一
国
元
ゟ
下
金
壱
ヶ
年
ニ
金
弐
千
五
百
両
宛
、
右
二
口
合
壱
年
金
壱
万
七
千
五
百

両
宛
来
巳
年
ゟ
向
未
年
迄
十
五
ヶ
年
之
内
毎
年
別
紙
証
文
之
通
、
下
金
相
渡
可
申

候
事

右
者
近
年
旦
那
勝
手
向
不
手
操
ニ
相
成
候
ニ
付
、
惣
役
人
打
歩
仕
方
取
極
江
戸
屋

鋪
旦
那
勝
手
向
并
一
家
中
共
ニ
暮
方
壱
ヶ
年
ニ
金
壱
万
両
限
、
前
書
下
金
指
引
金

七
千
五
百
両
宛
之
過
金
毎
年
貴
殿
別
紙
出
金
証
文
元
利
之
内
江
御
引
取
可
被
成
候
、

貴
殿
出
金
元
利
共
御
引
取
相
済
、
且
又
諸
方
借
財
滞
之
分
年
賦
ニ
致
候
分
可
相
済

対
談
相
違
無
之
候
、
右
ニ
付
前
書
之
通
旦
那
并
一
家
中
江
戸
屋
敷
暮
方
金
壱
万
両

ニ
限
相
賄
候
儀
相
違
無
之
候
、
万
一
臨
時
入
用
金
出
来
候
節
茂
貴
殿
ニ
出
金
聊
相

願
不
申
臨
時
金
之
分
者
国
元
ゟ
別
段
下
金
を
以
、
無
指
支
急
度
相
賄
可
申
候
、
右

対
談
規
定
相
違
無
之
候
為
後
日
仍
如
件

　

文
政
三
辰
年
九
月　
　
　
　
　
　
　
　

立
花
左
近
将
監
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
田
幸
十
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
井
吉
源
太
㊞

　
　
　
　

島
屋
吉
兵
衛
殿

前
書
之
通
相
違
無
之
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
花
内
膳
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
野
勘
解
由
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
弘
貞
之
進
㊞

　

史
料
10
に
よ
れ
ば
、
大
坂
蔵
元
三
軒
（
炭
屋
・
天
王
寺
屋
・
茨
木
屋
）
よ
り
運

送
さ
れ
た
金
は
一
年
に
一
万
五
〇
〇
〇
両
ず
つ
で
あ
る
。
国
元
よ
り
の
仕
送
り
金

は
一
年
に
二
五
〇
〇
両
ず
つ
、
右
二
口
合
計
一
万
七
五
〇
〇
両
ず
つ
、
巳
年
（
文

政
四
）
か
ら
未
年
ま
で
一
五
か
年
の
内
、
毎
年
別
紙
証
文
の
と
お
り
、
仕
送
り
金

を
渡
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

近
年
立
花
家
の
財
政
が
運
転
で
き
な
く
な
り
、
役
人
は
差
額
の
仕
方
を
取
り
決

め
、
江
戸
屋
敷
の
殿
様
の
財
政
な
ら
び
に
家
中
と
も
に
暮
ら
し
方
は
一
か
年
に
一

万
両
を
限
度
と
し
た
。
前
書
の
仕
送
り
金
差
引
七
五
〇
〇
両
ず
つ
の
過
払
金
は
毎

年
戸
谷
家
へ
別
紙
の
出
金
証
文
の
元
利
の
う
ち
へ
引
き
取
る
よ
う
に
し
た
。
戸
谷

家
が
出
金
し
た
元
利
と
も
引
き
取
り
済
み
で
、
諸
方
の
借
財
の
滞
納
分
で
年
賦
に

し
た
分
は
返
済
す
べ
く
対
談
を
し
て
問
題
は
な
か
っ
た
。
立
花
家
一
統
は
江
戸
屋

敷
の
生
活
は
金
一
万
両
を
限
度
と
し
て
生
活
を
し
、
万
一
臨
時
の
入
用
金
が
発
生

し
た
際
に
は
、
戸
谷
家
に
出
金
は
少
し
も
お
願
い
せ
ず
、
臨
時
の
分
は
国
元
よ
り

特
別
に
仕
送
り
を
受
け
て
、
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
必
ず
賄
う
こ
と
に
し
て
い
る
。

な
お
、
同
様
の
規
定
証
文
は
同
月
に
出
さ
れ
て
い
る
（41） 

。

　

市
川
寛
明
に
よ
れ
ば
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
の
津
山
藩
松
平
家
（
十
万
石
） 

に
お
け
る
江
戸
藩
邸
関
係
総
経
費
は
、
三
万
五
四
九
九
・
七
俵
（
金
換
算
で
九
八

本
庄
宿
戸
谷
家
の
柳
河
藩
立
花
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）



文
書
館
紀
要
第
三
十
号
（
二
〇
一
七
・
三
）

二
八

三
六
両
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（42） 

。
こ
こ
で
、
立
花
家
が
島
屋
に
提

案
し
て
い
る
一
万
両
と
い
う
金
額
に
つ
い
て
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
３
）
代
官
の
預
け
金

　

立
花
家
は
商
人
か
ら
の
大
名
貸
だ
け
で
は
な
く
、
代
官
を
通
し
て
資
金
調
達
を

受
け
て
い
た
。
代
官
の
資
金
貸
付
政
策
に
つ
い
て
は
、
伊
奈
氏
の
公
金
貸
付
が
有

名
で
あ
る
。
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
関
東
郡
代
伊
奈
忠
尊
が
失
脚
し
た
後
に

は
馬
喰
町
郡
代
屋
敷
貸
付
役
所
へ
引
き
継
が
れ
た
も
の
と
、
諸
代
官
の
裁
量
で
取

り
扱
う
も
の
が
あ
っ
た
（43） 

。
史
料
11
は
川
崎
平
右
衛
門
の
手
代
か
ら
島
屋
に
出
し

た
証
文
で
あ
る
。
な
お
、
川
崎
平
右
衛
門
は
幕
府
代
官
で
川
崎
孝
保（
一
五
〇
俵
） 

は
信
濃
国
御
影
代
官
を
勤
め
て
い
た
（44） 

。

【
史
料
11
】
（45）

　
　
　

入
置
申
一
札
之
事

　

金
六
百
両
也

右
者
当
役
所
ゟ
柳
川
家
江
兼
而
懇
意
ニ
付
、
非
常
為
用
心
金
千
三
百
両
預
ヶ
置
候

処
、
返
済
差
滞
候
ニ
付
、
貴
店
江
申
談
候
所
、
右
金
不
残
引
受
返
済
被
致
候
ニ
付
、

書
面
金
六
百
両
此
度
別
段
貴
店
江
預
ヶ
申
候
、
右
者
前
書
柳
川
家
滞
金
引
受
返
済

被
致
候
訳
を
以
、
右
之
通
取
計
候
儀
ニ
付
、
当
役
相
勤
候
内
者
右
一
条
ニ
付
、
聊

不
実
無
之
様
、
対
談
致
候
所
相
違
無
之
候
、
然
上
ハ
上
納
之
砌
ニ
相
成
候
而
も
、

別
段
手
形
差
入
借
受
ヶ
候
者
、
格
別
右
六
百
両
之
儀
者
居
置
可
申
候
、
為
後
日
仍

如
件

　

文
政
三
辰
年
十
一
月
八
日　
　
　
　

川
崎
平
右
衛
門
手
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
和
伴
六
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廣
田
清
吉
㊞

　
　
　

嶋
屋
吉
兵
衛
殿

　

川
崎
平
右
衛
門
役
所
は
立
花
家
と
以
前
か
ら
懇
意
に
し
て
お
り
、
非
常
時
の
用

心
の
た
め
に
一
三
〇
〇
両
を
預
け
置
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
立
花
家
か
ら
返
済

が
滞
っ
た
た
め
、
島
屋
へ
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
残
ら
ず
引
き
受
け
て
返
済
し
て
も

ら
う
こ
と
と
な
っ
た
。
川
崎
平
右
衛
門
役
所
は
書
面
の
六
〇
〇
両
を
今
度
特
別
に

島
屋
に
預
け
た
。
こ
れ
は
、
島
屋
が
立
花
家
の
滞
納
金
を
引
き
受
け
て
返
済
す
る

と
い
う
理
由
で
、
こ
の
よ
う
に
取
り
計
ら
う
も
の
で
あ
り
、
役
を
勤
め
て
い
る
間

は
、
少
し
も
不
誠
実
が
な
い
よ
う
対
談
し
た
。
そ
の
た
め
、
上
納
の
時
期
に
な
っ

て
も
、
特
に
手
形
を
差
し
入
れ
て
借
り
受
け
を
す
れ
ば
、
六
〇
〇
両
は
そ
の
ま
ま

に
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

竹
内
誠
に
よ
れ
ば
、
化
政
期
に
は
公
金
貸
付
を
受
け
る
大
名
・
旗
本
は
多
く
、

天
保
期
に
は
大
名
の
八
六
％
が
幕
府
か
ら
借
金
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
（46） 

。
立
花
家
も
預
け
金
と
い
う
名
目
で
代
官
か
ら
資
金
調
達
を
受
け
て
お
り
、

当
該
期
の
幕
府
経
済
政
策
の
一
端
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
天
保
期
以
降
の
資
金
調
達
と
返
済
状
況

（
１
）
天
保
期
の
財
政
状
況

　

柳
河
藩
は
長
崎
市
場
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
天
保
期
に

は
、
柳
河
藩
は
長
崎
商
人
の
永
見
家
か
ら
資
金
調
達
を
受
け
て
い
た
。
小
山
幸
伸

に
よ
れ
ば
、
柳
河
藩
は
国
産
品
と
し
て
力
を
入
れ
て
い
た
菜
種
油
を
長
崎
に
廻
送

し
、
そ
れ
を
担
保
に
永
見
家
か
ら
大
名
貸
を
受
け
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
（47） 

。



二
九

ま
た
、
藩
士
の
三
善
庸
礼
が
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
に
「
御
国
家
損
益
本
論
」 

を
ま
と
め
、
仁
政
論
と
物
産
の
国
産
化
論
を
関
連
さ
せ
て
い
る
（48） 

。

　

史
料
12
は
、
大
坂
の
炭
屋
安
兵
衛
が
島
屋
へ
出
し
た
書
状
で
あ
る
。

【
史
料
12
】 

（49）

　
　
　

一
札
之
事

一
立
花
左
近
将
監
様
江
先
年
貴
殿
ゟ
調
達
金
壱
万
九
千
八
百
両
有
之
候
所
、
御
返

済
御
約
定
御
対
談
之
上
、
右
金
高
我
等
名
前
ニ
切
替
金
銀
取
引
向
為
引
当
御
差
入

被
成
度
段
御
頼
談
ニ
候
得
共
、
相
断
候
處
、
強
而
御
頼
ニ
付
、
去
ル
天
保
二
卯
年

中
右
金
高
之
内
壱
万
五
千
両
壱
通
、
四
千
八
百
両
壱
通
、
都
合
御
証
文
弐
通
我
等

名
前
ニ
切
替
添
一
札
弐
通
、
外
ニ
貴
殿
ゟ
之
一
札
相
添
取
引
向
為
引
当
御
差
入
被

成
候
処
、
貴
殿
約
定
通
り
一
度
も
御
下
ヶ
金
無
之
、
其
上
我
等
御
公
邊
引
合
筋
ニ

相
成
及
迷
惑
、
誠
ニ
取
引
之
貸
金
其
侭
ニ
取
立
候
、
然
ル
処
貴
殿
追
々
不
融
通
御

難
儀
之
趣
御
頼
談
ニ
付
、
双
方
ゟ
御
屋
鋪
様
江
御
証
文
御
書
替
相
願
候
處
、
御
承

知
御
聞
届
ヶ
ニ
相
成
、
則
前
書
壱
万
九
千
八
百
両
之
内
五
千
五
百
両
我
等
名
前
残

り
金
壱
万
四
千
三
百
両
外
ニ
調
達
金
御
差
加
へ
壱
万
五
千
両
貴
殿
名
前
都
合
御
証

文
弐
通
今
般
御
書
替
ニ
相
成
候
、
依
之
我
等
名
前
ニ
書
替
相
成
候
、
五
千
五
百
両

之
御
証
文
を
以
、
取
引
貸
金
済
方
ニ
御
振
向
御
対
談
被
下
、
則
相
済
候
處
、
左
之

通一
金
弐
千
両　
　
　

年
賦
貸
金

一
同
千
両　
　
　
　

家
蔵
引
当
貸
金

一
同
千
弐
百
三
拾
四
両　
　

為
替
取
引
貸
金

　
　
　

三
分
弐
朱

一
同
千
両　
　
　
　

元
金
弐
千
両
去
ル
寅

　
　
　
　
　
　
　
　

十
二
月
ゟ
戌
十
二
月
迄

　
　
　
　
　
　
　
　

閏
月
共
百
ヶ
月
分

　
　
　
　
　
　
　
　

月
五
朱
之
定

一
同
三
百
弐
拾
両　

卯
八
月
ゟ
申
九
月
迄

　
　
　
　
　
　
　
　

閏
月
共
六
拾
四
ヶ
月
分

　
　
　
　
　
　
　
　

家
蔵
貸
賃
月
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　

五
両
之
定

一
同
百
拾
弐
両　
　

申
十
月
ゟ
戌
十
二
月
迄

　
　
　
　
　
　
　
　

閏
月
共
弐
拾
八
ヶ
月
分

　
　
　
　
　
　
　
　

月
四
両
之
定

貸
金
元
利

〆
金
五
千
六
百
六
拾
六
両

　
　
　
　
　
　

三
歩
弐
朱

内
　

金
五
千
五
百
両

　

但
、
立
花
左
近
将
監
様
へ
貴
殿
ゟ

　
　
　

調
達
金
之
内
、
今
般
我
等
名
前
ニ

　
　
　

切
替
候
御
証
文
壱
通
御
振
向

差
引
ニ
相
定
候

残
金
百
六
拾
六
両

　
　
　
　

三
分
弐
朱

　
　

此
不
足
金
用
捨
仕
候

右
之
通
貸
金
元
利
差
引
勘
定
御
対
談
早
々
相
済
候
処
、
相
違
無
之
候
、
依
之
先
年

差
入
之
立
花
様
御
証
文
壱
万
五
千
両
壱
通
四
千
八
百
両
壱
通
并
添
一
札
弐
通
外
ニ

本
庄
宿
戸
谷
家
の
柳
河
藩
立
花
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）



文
書
館
紀
要
第
三
十
号
（
二
〇
一
七
・
三
）

三
〇

貴
殿
一
札
壱
通
、
尚
又
年
賦
証
文
壱
通
家
蔵
証
文
弐
通
都
合
八
通
差
戻
し
申
候
、

此
表
無
出
入
早
々
勘
定
相
済
候
処
、
如
件

　

天
保
十
年
巳
亥
二
月　
　
　
　
　

炭
屋
安
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
七
㊞

　
　
　
　

嶋
屋
半
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　

吉
兵
衛
殿

　

立
花
家
は
島
屋
か
ら
一
万
九
八
〇
〇
両
の
資
金
調
達
を
受
け
て
い
た
。
返
済
に

つ
い
て
は
、
島
屋
か
ら
炭
屋
へ
一
万
五
〇
〇
〇
両
と
四
八
〇
〇
両
の
二
通
の
証
文

に
書
き
替
え
た
。し
か
し
、島
屋
か
ら
た
び
た
び
融
通
が
難
し
い
と
の
相
談
が
あ
っ 

た
。そ
の
た
め
、炭
屋
・
島
屋
の
双
方
で
立
花
家
の
屋
敷
へ
証
文
の
書
き
替
え
を
お

願
い
し
た
と
こ
ろ
、
立
花
家
は
承
知
し
た
た
め
、
五
五
〇
〇
両
は
炭
屋
、
一
万
四

三
〇
〇
両
は
他
の
調
達
金
を
加
え
た
一
万
五
〇
〇
〇
両
を
島
屋
の
証
文
に
書
き
替

え
を
し
た
。
返
済
が
滞
る
と
対
談
の
機
会
を
設
け
て
、
証
文
の
書
き
替
え
を
行
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
２
）
立
花
家
と
島
屋
の
対
談

　

立
花
家
と
島
屋
は
江
戸
藩
邸
で
金
銭
貸
借
に
つ
い
て
対
談
を
行
っ
て
い
る
。
立

花
家
は
上
屋
敷
を
下
谷
に
一
万
六
二
四
九
坪（
写
真
３
参
照
）、
下
屋
敷
を
浅
草
に

一
万
二
九
七
〇
坪
所
有
し
て
い
た
（50） 

。
史
料
13
は
、
島
屋
の
主
人
と
文
七
が
立
花

家
の
江
戸
藩
邸
に
お
い
て
対
談
し
た
内
容
を
戸
谷
家
側
が
書
き
留
め
た
も
の
で
あ

る
。

【
史
料
13
】 

（51）

立
花
御
屋
敷
江
対
談
、
嶋
屋
主
人
并
同
人
手
代
衆
文
七
殿
申
口
左
之
通

一
元
金
五
千
両
也　

但
壱
割
之
利
附
金

右
壱
口
者
大
坂
表
炭
屋
安
兵
衛
名
宛
之
御
証
文
ニ
被
成
下
度
由

一
元
金
壱
万
両
也

右
者
是
迄
大
坂
炭
屋
安
兵
衛
名
宛
之
御
証
文
御
渡
被
為
置
候
處
、
此
度
同
人
ゟ
茂

願
上
候
通
、
嶋
屋
名
宛
之
御
証
文
ニ
御
書
替
被
成
下
置
度
候
、
弥
御
書
替
被
下
置

候
上
者
、
壱
割
之
利
分
之
処
、
以
来
ハ
五
拾
両
壱
之
割
合
ヲ
以
、
頂
戴
仕
様
仕
度
、

然
ル
上
者
右
利
分
金
五
百
両
勿
論
元
金
壱
万
両
之
内
も
何
程
宛
毎
年
御
下
ヶ
金
御

座
候
様
奉
願
由

一
金
四
千
八
百
両
也

右
追
々
利
金
相
嵩
候
分
、
先
年
元
金
御
直
し
無
利
足
之
筈
ニ
相
定
置
候
、
此
廉
御

催
促
不
申
上
候
間
、
右
思
召
ヲ
御
仁
慈
之
御
含
方
奉
願
候
由

一
金
壱
万
五
百
両
也

右
元
金
壱
万
五
千
両
之
分
合
壱
割
、
去
ル
卯
年
ゟ
昨
酉
年
迄
七
ヶ
年
之
間
相
嵩
候

金
高
ニ
候
處
、
此
度
元
金
相
直
し
、
嶋
屋
名
前
之
御
証
文
被
下
置
候
上
者
、
初
ゟ

御
相
談
御
約
定
之
通
、
御
被
思
召
候
事
済
之
及
場
ニ
候
上
者
、
嶋
屋
半
兵
衛
御
重

役
様
江
御
目
通
り
被
仰
付
、
蒙
御
慈
之
御
意
候
上
者
、
於
其
席
速
ニ
献
金
仕
与
申

事
ニ
候
由
、
都
而
御
勘
定
之
儀
者
御
屋
敷
様
御
為
方
ヲ
第
一
相
心
得
忠
直
之
御
算

勘
可
申
上
心
得
之
由
ニ
御
座
候

公
訴
ニ
可
被
成
候
古
証
文
二
通
ハ
先
方
江
相
済
、
古
証
文
取
戻
し
御
屋
敷
可
奉
差

上
候

右
嶋
屋
主
人
手
代
衆
文
七
殿
両
人
江
及
面
談
候
処
、
前
廉
之
通
聊
無
相
違
義
御
座

候
由
、
再
々
念
入
承
り
候
處
、
弥
以
無
相
違
義
ニ
相
聞
江
候
間
、
此
段
申
上
候
、

以
上



三
一

　

史
料
13
の
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
対
談
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
１
）
元
金
五
〇
〇
〇
両
は
一
割
の
利
息
付
。
大
坂
の
炭
屋
安
兵
衛
宛
の
証
文
に

な
っ
た
。

（
２
）
元
金
一
万
両
は
炭
屋
安
兵
衛
の
証
文
を
島
屋
の
名
前
に
書
き
替
え
た
。

（
３
）
金
四
八
〇
〇
両
は
利
息
が
嵩
ん
だ
分
で
元
金
を
見
直
し
無
利
息
に
定
め
た
。

（
４
）
金
一
万
五
〇
〇
両
は
、
元
金
一
万
五
〇
〇
〇
両
（
①
＋
②
）
の
利
息
一
割

の
積
算
の
こ
と
で
、
毎
年
の
利
息
一
五
〇
〇
両
が
七
年
分
嵩
ん
だ
金
高
で
あ
る
。

証
文
を
島
屋
の
名
前
に
書
き
替
え
た
。

　

島
屋
は
、
全
て
の
勘
定
に
つ
い
て
は
、
立
花
屋
敷
の
た
め
を
第
一
に
心
得
、
忠

直
の
勘
定
を
す
る
こ
と
を
立
花
家
に
伝
え
た
の
で
あ
っ
た
。

（
３
）
幕
末
期
の
立
花
家
へ
の
貸
付
お
よ
び
返
済
状
況

　

表
３
は
、
戸
谷
家
の
立
花
家
へ
の
貸
出
高
と
返
済
請
取
高
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
貸
出
高
は
元
金
が
二
万
二
五
〇
〇
両
、
利
足
が
二
万
九
〇
〇
両
で
元
利
合
計

は
四
万
三
四
〇
〇
両
と
な
っ
て
い
る
。
返
済
は
炭
屋
に
書
き
替
え
た
も
の
が
五
五

〇
〇
両
の
み
で
あ
る
。
天
保
九
年
に
は
、
二
万
二
九
〇
〇
両
が
上
ヶ
切
（
借
金
の

棒
引
き
）
と
な
り
、
残
り
の
一
万
五
〇
〇
〇
両
が
年
五
〇
〇
両
ず
つ
の
年
賦
返
済

へ
証
文
書
替
が
行
わ
れ
て
い
る
。
年
賦
返
済
に
つ
い
て
は
、
一
〇
〇
両
程
度
の
返

済
が
数
回
行
わ
れ
た
が
合
計
一
二
〇
〇
両
の
み
で
、
残
り
の
一
万
三
八
〇
〇
両
は

返
済
滞
り
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、立
花
家
は
代
官
を
通
し
て
御
用
金
を
受
け
取
っ

て
お
り
、
そ
の
額
は
二
三
〇
〇
両
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
立
花
家
は
戸
谷
家

か
ら
大
名
貸
を
受
け
て
い
た
が
、
返
済
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。

本
庄
宿
戸
谷
家
の
柳
河
藩
立
花
家
へ
の
大
名
貸
（
大
橋
）

表３　戸谷家の立花家への貸出高および返済請取高
内容 金額

利足 20,900両
元利合計 43,400両

貸出高合計 37,900両

△200両 天保10年4月請取分
△100両 天保10年12月請取分
△100両 天保12年7月11日請取分
△100両 天保12年12月1日請取分
△100両 天保13年12月29日請取分

△50両 弘化元年12月30日請取分
△50両 弘化2年12月29日請取分
△300両 嘉永元年12月23日請取分
△100両 嘉永4年2月28日請取分
△50両 嘉永4年8月1日請取分

残金 13,800両 金滞高

合計 2,350両

返済 △5,500両 大坂炭屋安兵衛へ書替

文政3年貸出高（20,000両）22,500両貸出高（元金）

小計 15,000両 天保9年新規証文に書替、年500両宛年賦取極
△22,900両 天保9年御屋敷へ上ヶ切

△50両 天保14年12月29日請取分△1,200両年賦金請取

文政9年貸出高（2,500両）

Ⅱ

Ⅰ

内訳

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ 代官御用金 1,350両 文政9年伊奈友之助様より御預り御用金
1,000両 文政9年山本大膳様より御預り御用金

（注）「松平出雲守様・立花左近将監様・鍋島紀伊守様・水野越前守様・松平和泉守様御用立金仕訳書
上扣」（戸谷家文書132）、「三屋敷江御用立金取調書上下書」（戸谷家文書574）などより作成。



文
書
館
紀
要
第
三
十
号
（
二
〇
一
七
・
三
）

三
二

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
は
廃
藩
置
県
が
行
わ
れ
、
同
年
七
月
に
明
治
政
府

は
府
県
に
対
し
て
藩
債
書
類
の
提
出
を
求
め
た
。
同
年
一
一
月
に
債
主
な
ど
か
ら

も
証
文
な
ど
証
拠
書
類
の
写
し
を
添
え
、
返
済
期
限
や
利
息
等
の
取
決
め
を
調
べ

て
三
〇
日
以
内
に
大
蔵
省
へ
申
告
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。

【
史
料
14
】 

（52）
（
明
治
六
年
三
月
公
布
）

舊
藩
負
債
一
般
御
處
分
ノ
儀
年
度
ノ
區
別
最
緊
要
ノ
儀
ニ
有
之
、
既
貸
借
ノ
道
天

保
十
四
卯
年
舊
幕
府
ニ
於
テ
、
元
来
相
対
貸
借
之
分
此
節
限
裁
許
不
申
付
、
自
今

貸
出
候
分
ハ
、
向
後
済
方
奉
行
所
ニ
於
テ
取
扱
致
間
敷
云
々
ノ
発
令
ヲ
参
考
シ
、

右
卯
年
以
前
ノ
部
を
古
債
ト
シ
テ
悉
皆
棄
捐
致
シ
、
弘
化
元
辰
年
ヨ
リ
慶
應
三
卯

年
迄
二
十
四
年
間
ノ
部
ヲ
中
借
ト
シ
テ
無
利
足
五
十
ヶ
年
賦
、
明
治
元
辰
年
以
来

ノ
部
ヲ
新
借
ト
シ
テ
二
十
五
ヶ
年
賦
三
年
据
置
年
四
朱
ノ
利
ト
定
メ
、
古
・
中
・

新
ノ
區
別
三
種
ニ
相
立
可
然
哉
ノ
事
。

但
新
借
利
息
勘
定
ノ
儀
ハ
従
前
滞
相
成
候
月
ヨ
リ
本
文
規
則
ノ
通
渡
方
ノ
積
。

　

史
料
14
で
は
、
第
一
に
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
以
前
の
藩
債
は
古
債
と
し

て
破
棄
す
る
。
こ
れ
は
、
旧
幕
府
が
天
保
一
四
年
に
出
し
た
棄
捐
令
を
参
考
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六

七
）
ま
で
の
二
四
年
間
の
藩
債
は
、
中
債
と
し
て
無
利
息
五
〇
年
賦
で
償
還
と
す

る
。
第
三
は
、
明
治
元
年
か
ら
同
五
年
ま
で
の
藩
債
は
、
新
債
と
し
て
四
朱
利
付
、

三
年
据
置
二
五
年
賦
で
償
還
す
る
、
と
し
て
い
る
。

　

柳
河
藩
で
は
、
公
債
引
き
受
け
分
は
、
一
九
万
六
二
二
六
円
で
、
削
除
分
は
四

八
万
八
九
六
七
円
で
あ
っ
た
（53） 

。
大
部
分
が
削
除
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
中
に
戸
谷

家
が
大
名
貸
し
た
金
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
近
世
後
期
を
中
心
に
戸
谷
家
（
島
屋
吉
兵
衛
）
の
柳
河
藩
立
花
家
へ
の

大
名
貸
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
本
稿
の
課
題
に
即
し
て
論
点
整
理
を
し
、
残
さ
れ

た
課
題
を
提
示
し
た
い
。

　

文
化
・
文
政
期
の
立
花
家
へ
の
貸
付
に
つ
い
て
は
、
戸
谷
家
は
数
千
両
の
資
金

調
達
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
立
花
家
は
大
坂
蔵
元
か
ら
二
万
両
の
大
名
貸
を
受

け
て
い
た
。
立
花
家
は
資
金
調
達
の
窓
口
を
変
え
て
い
る
だ
け
で
、
返
済
に
つ
い

て
は
戸
谷
家
が
引
き
受
け
て
い
た
。

　

次
に
、
戸
谷
家
と
立
花
家
の
借
用
に
関
す
る
交
渉
に
つ
い
て
は
、
返
済
の
滞
り

が
見
ら
れ
る
と
、
立
花
家
の
江
戸
屋
敷
に
お
い
て
対
談
を
行
い
、
書
状
を
交
わ
し

て
い
る
。
し
か
し
、
書
状
で
返
済
に
つ
い
て
の
取
り
決
め
や
証
文
の
書
き
替
え
を

行
っ
て
も
、
立
花
家
か
ら
は
少
額
の
返
済
し
か
行
わ
れ
ず
、
戸
谷
家
に
と
っ
て
は

貸
出
高
が
増
え
て
い
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

天
保
期
か
ら
明
治
初
年
ま
で
の
返
済
状
況
に
つ
い
て
は
、
表
３
に
示
し
た
通
り

で
、
貸
出
に
対
す
る
返
済
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
一
方
、
立
花
家
は
大
坂
や
長
崎

の
商
人
か
ら
大
名
貸
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
（54） 

。
立
花
家
に
と
っ

て
戸
谷
家
は
江
戸
屋
敷
の
資
金
調
達
先
と
し
て
位
置
付
け
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え

る
。
な
お
、
戸
谷
家
文
書
に
は
、
立
花
家
が
他
の
商
人
か
ら
の
借
用
高
な
ど
の
記

載
は
見
ら
れ
な
い
。
戸
谷
家
が
立
花
家
の
全
て
の
借
用
高
を
ど
の
程
度
把
握
し
て

い
た
の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
立
花
家
側
の
史
料
か
ら
藩
財
政
や
大
名
貸
に
つ
い
て

分
析
す
る
こ
と
、
戸
谷
家
が
大
名
貸
を
し
て
い
る
他
の
大
名
と
立
花
家
の
比
較
検

討
が
必
要
で
あ
る
。



三
三

註（1）
島
崎
隆
夫
「
商
人
意
識
の
一
考
察
―
北
関
東
一
在
郷
商
人
（
武
蔵
国
児
玉
郡
本
庄
宿
戸

　

谷
家
）
の
家
訓
を
中
心
と
し
て
」（『
三
田
学
会
雑
誌
』
第
四
八
巻
二
号
、
一
九
五
五
年
）。

（2）
兼
子
順
「
関
東
に
お
け
る
地
方
商
人
の
江
戸
進
出
―
本
庄
宿
中
屋
戸
谷
半
兵
衛
家
の
経

　

営
実
態
と
そ
の
展
開
―
」
（『
埼
玉
県
史
研
究
』
第
二
七
号
、
一
九
九
二
年
）、
同
「
中

　

山
道
本
庄
宿
戸
谷
〈
中
屋
半
兵
衛
〉
家
所
蔵
の
俳
諧
一
枚
摺
」
（
『
文
書
館
紀
要
』
第

　

二
七
号
、
二
〇
一
四
年
）。

（3）
『
本
庄
市
史
』
通
史
編
１
（
本
庄
市
、
一
九
八
六
年
）。

（4）
『
新
編
埼
玉
県
史
』
通
史
編
３
（
埼
玉
県
、
一
九
八
八
年
）、『
新
編
埼
玉
県
史
』
資
料

　

篇
16
産
業
７
（
埼
玉
県
、
一
九
九
〇
年
）。

（5）
『
戸
谷
家
文
書
目
録
』（
埼
玉
県
立
文
書
館
、
二
〇
一
二
年
）。
な
お
、
「
戸
谷
家
文
書
」 

　

（
八
〇
六
五
点
）
は
埼
玉
県
立
文
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
お
り
、
平
成
二
五
年
の
目
録
刊

　

行
と
同
時
に
公
開
し
て
い
る
。

（6）
伊
藤
昭
弘
『
藩
財
政
再
考
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
四
年
）、
同
「
佐
賀
藩
と
鹿
島
清

　

兵
衛
」（『
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
八
号
、
二
〇
一

　

四
年
）。

（7）
高
槻
泰
郎
『
近
世
米
市
場
の
形
成
と
展
開
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）、

　

同
「
幕
藩
領
主
と
大
坂
金
融
市
場
」
（『
歴
史
学
研
究
』、
第
八
九
八
号
、
二
〇
一
二
年
）、

　

同「
近
世
中
後
期
大
坂
金
融
市
場
に
お
け
る「
館
入
」
商
人
の
機
能
」（『
日
本
史
研
究
』

　

第
六
一
九
号
、
二
〇
一
四
年
）、
同
「
近
世
期
市
場
経
済
の
中
の
熊
本
藩
―
宝
暦
改
革

　

期
を
中
心
に
」
（
稲
葉
継
陽
・
今
村
直
樹
編
著
『
日
本
近
世
の
領
国
地
域
社
会
―
熊
本

　

藩
政
の
成
立
・
改
革
・
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）。

（8）
永
峯
信
孝
「
近
世
後
期
に
お
け
る
岡
山
藩
財
政
の
考
察
」
（
岡
山
藩
研
究
会
編
『
藩
世

　

界
と
近
世
社
会
』
岩
田
書
院
、二
〇
一
〇
年
）、
杉
本
精
宏
『
尾
張
藩
財
政
と
尾
張
藩
社

　

会
』
（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
一
年
）、
拙
稿
①
「
一
八
世
紀
に
お
け
る
三
井
家
の
大
名

　

貸
―
笠
間
藩
牧
野
家
を
事
例
と
し
て
―
」（『
論
集
き
ん
せ
い
』
第
三
三
号
、
二
〇
一
一

　

年
）、
拙
稿
②
「
近
世
後
期
三
井
家
の
笠
間
藩
牧
野
家
へ
の
大
名
貸
」
（『
史
海
』
第
六

　

〇
号
、
二
〇
一
三
年
）、
柴
多
一
雄
「
近
世
前
期
福
岡
藩
に
お
け
る
財
政
政
策
の
転
換
―

　

貞
享
４
年
新
高
掽
廃
止
の
意
義
―
」（
『
経
営
と
経
済
』
第
九
〇
巻
第
一
・
二
号
、
二
〇

　

一
〇
年
）、
同
「
元
禄
享
保
期
に
お
け
る
大
村
藩
財
政
」
（『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
年
報
』

　

第
五
六
集
、
二
〇
一
五
年
）、
金
森
正
也
「
大
坂
留
守
居
役
と
館
入
―
天
保
飢
饉
前
後
の

　

秋
田
藩
と
大
坂
―
」（『
秋
大
史
学
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）、
福
元
啓
介
「
文
化
・

　

文
政
期
に
お
け
る
鹿
児
島
藩
の
藩
債
整
理
―
鴻
池
と
の
関
係
を
中
心
に
―
」
（
『
論
集

　

き
ん
せ
い
』
第
三
八
号
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
。

（9）
望
月
良
親
「
近
世
後
期
に
お
け
る
松
代
八
田
家
と
松
代
藩
財
政
」
（
渡
辺
尚
志
・
小
関

　

悠
一
郎
編
『
藩
地
域
の
政
策
主
体
と
藩
政
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、
野
尻
泰
弘

　

『
近
世
日
本
の
支
配
構
造
と
藩
地
域
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）、
北
村
厚
介

　

「
川
越
藩
文
政
改
革
に
お
け
る
領
主
手
限
組
合
と
関
東
取
締
出
役
」
（
『
関
東
近
世
史

　

研
究
』
第
七
八
号
、
二
〇
一
六
年
）、
拙
稿
③
「
松
代
藩
御
用
商
人
八
田
家
の
金
融
―
文

　

化
・
文
政
期
を
中
心
に
―
」
（
荒
武
賢
一
朗
・
渡
辺
尚
志
編
『
近
世
後
期
大
名
家
の
領

　

政
機
構
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
一
年
）、
拙
稿
④
「
松
代
藩
八
田
家
の
産
物
会
所
運
営
―

　

天
保
期
を
中
心
に
―
」（
渡
辺
尚
志
編『
藩
地
域
の
村
社
会
と
藩
政
』
岩
田
書
院
、
二
〇

　

一
七
年
）。

（10）
髙
山
慶
子「
江
戸
町
名
主
の
金
融
―
大
伝
馬
町
名
主
馬
込
勘
解
由
を
事
例
と
し
て
」（『
史

　

学
』
第
七
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
江
戸
町
名
主
の
社
会
的
位
置
」
（
志
村
洋
・
吉

　

田
伸
之
編
『
近
世
の
地
域
と
中
間
権
力
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）。

（11）
小
林
延
人
「
幕
末
維
新
期
の
貨
幣
経
済
」（
『
歴
史
学
研
究
』
第
八
九
八
号
、二
〇
一
二

　

年
）、
同
『
明
治
維
新
期
の
貨
幣
経
済
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）、
逸
見

　

喜
一
郎
・
吉
田
伸
之
編
『
両
替
商
銭
屋
佐
兵
衛
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）。

（12）
田
中
康
雄
「
寛
政
期
に
お
け
る
江
戸
両
替
商
の
経
営
―
播
磨
屋
新
右
衛
門
家
の
場
合

　

―
」
（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
三
号
、
一
九
六
八
年
）
一
〇
二
・
一
〇
三
頁
。

（13）
兼
子
順
「
関
東
に
お
け
る
地
方
商
人
の
江
戸
進
出
―
本
庄
宿
中
屋
戸
谷
半
兵
衛
家
の
経

　

営
実
態
と
そ
の
展
開
―
」
（
前
掲
註
２
）。

（14）
藤
野
保
『
新
訂
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）。

（15）
中
野
等『
立
花
宗
茂
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
柳
川
市
史
編
集
委
員
会
編『
近

　

世
大
名
立
花
家
』
（
柳
川
市
、
二
〇
一
二
年
）。

（16）
作
道
洋
太
郎
『
日
本
貨
幣
金
融
史
の
研
究
』（
未
来
社
、
一
九
六
一
年
）
一
四
七
・
一
四

　

八
頁
。

（17）
大
石
学
編
『
近
世
藩
制
・
藩
校
大
事
典
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）。

（18）
日
比
佳
代
子
「
柳
川
藩
評
定
所
の
設
立
と
機
能
」（
『
日
本
歴
史
』
第
六
〇
九
号
、一
九

　

九
九
年
）
七
六
頁
。
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文
書
館
紀
要
第
三
十
号
（
二
〇
一
七
・
三
）

三
四

（19）
高
橋
貞
一
「
富
士
谷
家
〔
柳
川
藩
主
立
花
左
近
将
監
家
用
達
呉
服
商
〕
文
書
」（
『
仏
教

　

大
学
研
究
紀
要
』
第
五
五
号
、
一
九
七
一
年
）、
穴
井
綾
香
「
史
料
紹
介　

富
士
谷
家
文

　

書
「
立
花
家
歴
代
藩
主
書
状
」
に
つ
い
て
」
（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
第
五
一

　

号
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
富
士
谷
家
文
書
「
八
代
記
」
に
つ
い
て
」
（
『
九
州
文
化
史

　

研
究
所
紀
要
』
第
五
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）。

（20）
杉
森
哲
也
「
呉
服
所
と
京
都
―
秋
田
藩
を
事
例
と
し
て
―
」
（『
年
報
都
市
史
研
究
』
第

　

七
号
、
山
川
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）、
千
葉
拓
真
「
一
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
飯
田
藩

　

と
京
都
―
「
飯
田
藩
覚
書
」
か
ら
―
」
（
『
飯
田
市
歴
史
研
究
所
年
報
』
第
一
二
号
、

　

飯
田
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
四
年
）。

（21）
中
野
等
『
立
花
宗
茂
』
（
前
掲
註
15
）
一
三
三
頁
。

（22）
松
下
志
朗
「
柳
川
藩
初
期
の
検
地
と
石
高
」（
『
経
済
学
研
究
』
第
四
九
巻
四
・
五
・
六

　

合
併
号
、
九
州
大
学
経
済
学
会
、
一
九
八
四
年
）、
同『
石
高
制
と
九
州
の
藩
財
政
』（
九

　

州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）。

（23）
藤
野
保
『
新
訂
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
（
前
掲
註
14
）
七
八
七
頁
。

（24）
柳
河
藩
の
長
崎
蔵
屋
敷
は
浦
五
島
町
（
長
崎
市
）
に
設
置
し
た
。

（25）
小
山
幸
伸
「
幕
藩
制
下
に
お
け
る
商
人
資
本
と
藩
権
力
」
（
藤
野
保
先
生
還
暦
記
念
会

　

編
『
近
世
日
本
の
社
会
と
流
通
』
雄
山
閣
、
一
九
九
三
年
）
三
六
七
頁
。

（26）
「
町
人
考
見
録
」
（
『
近
世
町
人
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）。

（27）
「
町
人
考
見
録
」
（
前
掲
註
26
）。

（28）
佐
々
木
潤
之
介
『
日
本
の
歴
史
15　

大
名
と
百
姓
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
）、

　

森
泰
博
『
大
名
金
融
史
論
』
（
大
原
新
生
社
、
一
九
七
〇
年
）。

（29）
拙
稿
⑤
「
三
井
家
の
発
展
と
大
名
貸
―
延
岡
藩
牧
野
氏
を
事
例
と
し
て
―
」（『
宮
崎
県

　

地
域
史
研
究
』
第
二
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）
四
～
六
頁
。

（30）
中
川
す
が
ね
『
大
坂
両
替
商
の
金
融
と
社
会
』
（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）。

（31）
「
借
用
申
金
子
之
事
」
（
戸
谷
家
文
書
一
〇
二
〇
）。

（32）
「
覚
（
金
二
〇
〇
〇
両
証
文
一
通
請
取
ニ
付
）
」
（
戸
谷
家
文
書
一
〇
二
七
）。

（33）
「
差
入
申
一
札
之
事
」
（
戸
谷
家
文
書
一
〇
一
六
）。

（34）
「
差
入
申
一
札
之
事
」
（
戸
谷
家
文
書
一
〇
一
四
）。

（35）
「
借
用
申
金
子
之
事
」
（
戸
谷
家
文
書
一
〇
三
二
）。

（36）
「
覚
（
利
金
請
取
ニ
付
）
」
（
戸
谷
家
文
書
一
〇
三
三
）。

（37）
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
九
―
二
一
七
頁
。

（38）
「
覚
」
（
戸
谷
家
文
書
一
〇
二
三
）。

（39）
「（
立
花
左
近
将
監
借
用
金
返
済
証
文
・
規
定
証
文
・
規
定
対
談
取
極
一
札
）
」（
戸
谷

　

家
文
書
六
八
四
）。

（40）
「
規
定
対
談
取
極
入
置
申
一
札
之
事
（
大
坂
蔵
元
運
送
下
金
并
国
元
下
金
渡
可
申
ニ

　

付
）
」 （
戸
谷
家
文
書
一
八
三
九
）。

（41）
「
規
定
証
文
之
事
」
（
戸
谷
家
文
書
一
八
三
〇
）。

（42）
市
川
寛
明
「
大
名
藩
邸
と
江
戸
の
都
市
経
済
」（
竹
内
誠
編
『
近
世
都
市
江
戸
の
構
造
』

　

三
省
堂
、
一
九
九
七
年
）
七
八
頁
。

（43）
飯
島
千
秋
「
近
世
中
期
に
お
け
る
幕
府
公
金
貸
付
の
展
開
」（『
横
浜
商
大
論
集
』
第
一

　

八
巻
第
二
号
、一
九
八
五
年
）、
太
田
尚
宏『
幕
府
代
官
伊
奈
氏
と
江
戸
周
辺
地
域
』（
岩

　

田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）。

（44）
西
沢
淳
男
編
『
江
戸
幕
府
代
官
履
歴
辞
典
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
一
七
七
頁
。

（45）
「
入
置
申
一
札
之
事
（
金
六
〇
〇
両
柳
川
家
滞
金
引
受
返
済
ニ
付
）」（
戸
谷
家
文
書
一

　

〇
一
八
）。

（46）
竹
内
誠
『
寛
政
改
革
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
四
〇
三
頁
。

（47）
小
山
幸
伸
『
幕
末
維
新
期
長
崎
の
市
場
構
造
』
（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。

（48）
長
野
暹
「
幕
末
期
に
お
け
る
「
藩
」
国
家
論
の
一
考
察
―
柳
河
藩
士
三
善
庸
礼
著
「
御

　

国
家
損
益
本
論
」
に
つ
い
て
」
（『
佐
賀
大
学
経
済
論
集
』
第
一
七
号
、
一
九
八
五
年
）。

（49）
「
一
札
之
事
」
（
戸
谷
家
文
書
一
〇
三
六
）。

（50）
『
諸
向
地
面
取
調
書
（
一
）
』（
汲
古
書
院
、一
九
八
二
年
）、『
台
東
区
史
』
通
史
編
Ⅱ

　

（
台
東
区
役
所
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（51）
「
立
花
家
借
用
金
一
件
対
談
書
上
」
（
戸
谷
家
文
書
五
九
三
九
）。

（52）
「
藩
債
處
分
録
」
（
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
九
巻
、
改
造
社
、
一
九
三

　

三
）
一
四
頁
。

（53）
「
藩
債
處
分
録
」
（
前
掲
注
52
）。

（54）
小
山
幸
伸
『
幕
末
維
新
期
長
崎
の
市
場
構
造
』（
前
掲
注
47
）、
安
藤
保
「
石
本
平
兵
衛

　

と
御
勘
定
所
御
用
達
」
（
『
史
淵
』
第
一
四
二
号
、
二
〇
〇
五
年
）。
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写真１　大和屋利右衛門からの借用証文（写）（戸谷家文書 No.1020）

写真２　立花家家臣から戸谷家（島屋）に宛てた書付（戸谷家文書 No.1014）
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二
〇
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七
・
三
）

三
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写真３- １　上野下谷周辺切絵図（安部家文書 No.472）

写真３- ２　立花左近将監下屋敷拡大図（安部家文書 No.472）

立花左近将監
下屋敷
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文書番号 表題 差出 宛先

1 1020 文化14 11 ― 借用申金子之事（金2000両） 立花左近将監内勝手役白井俵
蔵外2名 大和屋利右衛門

2 1032 文化14 12 ― 借用申金子之事（金5000両） 立花左近将監勝手方兼帯白井
俵蔵外3名 丸屋藤兵衛

3 684 文政3 8 ― [立花左近将監借用金返済証文・規
定証文・規定対談取極一札] 炭屋猶代判嘉兵衛外2名 嶋屋吉兵衛

4 1830 文政3 9 ― 規定証文之事（勝手向出金被下大
坂運送金指下相済ニ付）

立花左近将監内清田幸十郎外1
名 島屋吉兵衛

5 1839 文政3 9 ―
規定対談取極入置申一札之事（大
坂蔵元運送下金并国元下金渡可申
ニ付）

立花左近将監内清田幸十郎外1
名 島屋吉兵衛

6 1022 文政3 10 22
差上申一札之事（勝手向調達方嶋
屋吉兵衛方より拝借金返納可仕ニ
付）

立花左近将監内白井俵蔵 佐々木市正内

7 1869 文政3 10 ― 差上申一札之事（立花左近将監借
用金返金被頼ニ付） 嶋屋吉兵衛 佐々木市正役人

8 1870 文政3 10 ― 差上申一札之事（立花左近将監借
用金返金被頼ニ付） 嶋屋吉兵衛 佐々木市正役人

9 1018 文政3 11 8 入置申一札之事（金600両柳川家滞
金引受返済ニ付）

川嶋平右衛門手代名和伴六外1
名

嶋屋吉兵衛代市右衛
門

10 779-1 文政6 8 26 [勝手方出精ニ付新知100石宛行状] 鑑賢 嶋屋半兵衛後見戸谷
半兵衛

11 1863 文政6 9 ― 御約定申金子一札之事（金子借用
并5ヶ年賦返済約定ニ付） 白井俵蔵 嶋屋吉兵衛

12 1016 文政9 4 ― 差入申一札之事（富安九八郎借金
証文見当り兼ニ付） 大和屋利右衛門 嶋屋吉兵衛

13 1014 文政9 10 ― 差入申一札之事（立花左近将監勝
手向用達金皆済請取ニ付） 富安九八郎 嶋屋吉兵衛

14 776 文政10 5 6 [加増且倅常三郎新知宛行ニ付申
渡] 左近鑑賢 戸谷半兵衛

15 1811 文政10 5 6 [勝手方出精為褒美100石加増且倅
常三郎新地宛行ニ付] 左近鑑賢 戸谷半兵衛

16 362 文政10 ― ― 証拠物写（勝手向入用金調達）
（～天保3年）

立花万寿丸家来宮地八十五郎
父厄介［宮地］弥右衛門煩ニ
付惣五郎

17 129 文政11 ― ―
［立花右近将監・松平出雲守・鍋
島紀伊守・水野越前守・松平和泉
守格御用立金明細］（～嘉永2年）

18 5961 ［嘉永］ ［立花左近将監御用金一件書付］
19 5962 ［文政］ ［立花左近将監用立金一件覚］
20 5965 ［文政］ ［立花左近将監用立金一件書上］

21 374 ［天保7］ ― ― 川岸下書（［宮地］弥右衛門事高
斎、立花家用立金不正一件ニ付） 室町壱丁目

22 1019 天保10 2 ― 一札之事（立花左近将監調達金返
済済約定ニ付下書］ 炭屋安兵衛 嶋屋半兵衛外1名

23 1036 天保10 2 ― 一札之事（立花左近将監貸金元利
差引勘定相済ニ付） 炭屋安兵衛外1名 嶋屋半兵衛外1名

24 804 天保10 3 ― 年賦証之事（反故） 立花左近将監内元締役江崎市
兵衛

25 3933 天保10 3 ― 年賦証之事（金15000両30年賦返済
ニ付）

立花左近将監内元締役江崎市
兵衛外1名 戸谷半兵衛外1名

26 1023 天保10 4 14 覚（金5000両の証文1通請取ニ付） 立花左近将監内松吉茂左衛門 嶋屋文七外1名
27 1028 天保10 8 5 覚（金子請取ニ付） 大和屋利右衛門 嶋屋半兵衛

28 842 弘化3 ⑤ ― 証文写（松平出雲守・立花左近将
監・鍋島紀伊守借用証文写）

大熊善太郎手代坂本柳左衛門
外1名

29 552 弘化3 ― ― おほえ（立花左近将監・松平出雲
守・鍋嶋紀伊守御用達金書上） 戸谷

30 144 [安政] ― ―
御用金上納帳（松平出雲守・鍋島
伊賀守・立花左近将監御用金遅納
高）

戸谷

31 132 明治4 12 18
松平出雲守様・立花左近将監様・
鍋島紀伊守様・水野越前守様・松
平和泉守様御用立金仕訳書上扣

戸谷半兵衛 群馬県役所

32 242 明治4 12 18 乍恐以書付奉申上候（旧藩御用立
金有無取調ニ付）

支配所本庄宿百姓戸谷半兵衛
外1名 群馬県役所

33 582 明治4 12 18
松平出雲守様・立花左近将監様・
鍋島紀伊守様・水野越前守様・松
平和泉守様御用立金仕訳書上扣

支配所本庄宿百姓戸谷半兵衛
外1名 群馬県役所

34 503-2 明治4 12 ― [旧諸藩御用立金証文并利分取調差 支配所本庄宿百姓戸谷半兵衛
出旨ニ付]（下書） 外1名 群馬県役所

35 503-6 明治4 12 ― [立花左近将監用立金取調書上]
36 503-7 明治4 12 ― [立花左近将監用立金取調書上]
37 503-13 明治4 12 ― [立花外4名用立金書上]（朱書）

年代 月 日
表４　戸谷家文書目録（柳河藩立花家関係）
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38 575 明治4 12 ―
松平出雲守様・立花左近将監様・
鍋島紀伊守様・水野越前守様・松
平和泉守様御用立金証書書上控

支配所本庄宿百姓戸谷半兵衛
外1名 群馬県役所

39 1027 丑 3 19 覚（金2000両証文1通請取ニ付） 立花左近将監内大迫吉次郎 嶋屋吉兵衛

40 1017 寅 6 15 覚（清水舘預り金之内500両借用ニ
付） 富安九八郎 嶋屋吉兵衛

41 1848 卯 3 25 覚（金子時借ニ付） 富安九八郎 伝兵衛
42 1849 卯 4 16 覚（金子請取ニ付） 富安九八郎 嶋屋吉兵衛
43 1852 卯 4 16 覚（金500両請取ニ付） 富安九八郎 嶋屋吉兵衛
44 1865 巳 正 8 覚（金40両受取ニ付） 白井俵蔵 覚兵衛
45 1864 巳 正 9 覚（金150両受取ニ付） 白井俵蔵 嶋屋覚兵衛
46 1819 巳 10 晦 覚（金100両受取ニ付） 白井俵蔵

47 194 申 6 ―
御用金上納仕訳書上帳控（松平出
雲守・福島紀伊守・立花左近将監
御用達金ニ付）

本庄宿戸谷半兵衛

48 1015 ― 正 27 覚（証文3通請取ニ付） 柳河役所 島屋吉兵衛

49 5940 ― 7 19 ［立花家一件ニ而上野本覚院迄越
被下度ニ付書状］ 高勝寺 嶋屋文七

50 5948 ― 8 3 ［立花家一件高勝寺直談被申度筋
ニ付書状］ 室町嶋屋文七 高勝寺内大川小十郎

51 5941 ― 8 6 ［立花家目通日延ニ付書状］ 高勝寺内大川小十郎 嶋屋市右衛門外1名

52 5937 ― 8 10 ［立花様重役江面談被申度儀有之
ニ付書状］ 大川小十郎 嶋屋市右衛門外1名

53 6549 ― 9 28 ［柳川様掛合ニ付書状］ 嶋屋弥右衛門 旦那
54 1822 ― 10 25 ［借用金返済仕度ニ付書状］ 白井俵蔵 利介外1名

55 3355 ― 11 9
乍恐以書付奉申上候（立花左近将
監御用金元利返済吟味ニ付）（下
書）

文七外4名 奉行

56 6515 ― 12 11 ［柳河一条之儀外ニ付書状］

57 574 ― ― ―
三屋敷江御用立金取調書上下書
（立花左近将監・松平出雲守・鍋
島紀伊守）

58 1820-1 ― ― ― [立花左近将監借金示談証文紛失ニ
付書状]（下書）

59 1820-2 ― ― ― [立花左近将監借金示談証文紛失ニ
付書状]（下書）

60 1823 ― ― ― 為取替書之事（柳川用達金証文書
替ニ付）

61 1853 ― ― ― [富安九八郎印鑑覚]
62 1854 ― ― ― [富安九八郎利金覚]

63 1855 ― ― ― 年賦証文（立花家用達金20ヶ年賦
ニ付）（下書） 嶋屋吉兵衛外2名

64 4134 ― ― ― [立花左近将監借用金3000両返済時
期等覚書]

65 4666 ― ― ― ［柳川家・鍋島家炭実一条迄巨細ニ
被仰聞答ニ付書状］ 和兵衛外1名 戸谷主人外1名

66 5939 ― ― ― [立花家借用金一件対談書上]
67 779-2 ― ― ― [立花家家臣名書上]
丸囲みの月は閏月を示す。
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